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研究成果の概要（和文）： 

本研究の目的は､全米各州で実施されているテスト政策を中心とする教育改革の実態解明で

ある。キーワードは、「スタンダード」「アカウンタビリティ」「アセスメント」である。本研究

では、連邦、各州、各学区のテスト政策に基づく教育改革の実態を多角的・構造的に解明した。 

３年間の研究成果は、日本教育学会における３回のラウンド・テーブルを企画し、研究成果

の発表を行った。研究発表の内容は、（1）NCLB 法の分析、（2）NCLB 法と教員政策、（3）NCLB

法に対抗する「草の根的」教育改革の理論と実態であった。 

海外調査研究も実施した。海外調査では、ワシントン州、カリフォルニア州、マサチューセ

ッツ州、テキサス州などのテスト政策を詳細に解明した。全米のテスト政策の動向については、

2011 年の日本比較教育学会（早稲田大学）で口頭発表した。 

また、３年間の研究成果として（1）北野秋男編著 2009『現代アメリカの教育アセスメント

行政の展開』(東信堂)、（2）北野秋男著『日米のテスト戦略』（風閒書房）,（3）石井英真 2011

『現代アメリカにおける学力形成論の展開』(東信堂)などを刊行した。 

  

研究成果の概要（英文）： 

The purpose of this research is to analyze the actual conditions of the education reform 

centering on the testing policy currently implemented in the United States. Keywords are 

"standard," "accountability," and "assessment." In this research, the actual conditions 

of the education reform based on the testing policy at the federal, state, and local levels 

were analyzed from diverse and structural perspectives. 

The results of the research over the past three years were presented at 3 roundtables 

at annual meetings of the Japanese Educational Research Association. The contents of the 

roundtable presentations were (1) the Analysis of the No Child Left Behind (NCLB) Act, 

(2) the NCLB Act and the Teacher Policy, (3) Theories and the Actual Conditions of the 

"Grass-roots," Alternative Education Reform in Opposition to the NCLB Act. 

Overseas research trips were also carried out. In those trips, testing policy in states 

such as Washington, California, Massachusetts, Texas, etc. were researched in detail. 

The trend of the testing policy of the United States was presented at the annual meeting 

of the Japan Comparative Education Society in 2011 (Waseda University). 
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Moreover, the results of the research over the past three years were published in the 

following books: (1) Kitano, Akio 2009 The Development of the Educational Assessment 

Administration in the United States Today (Toshindo); (2) Kitano, Akio 2011 Japan-U.S. 

Testing Strategies (Kazama Shobou); (3) Ishii, Hidemasa 2011 Development of Theories on 

Educational Objectives and Assessment in the United States (Toshindo), etc.  
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１．研究開始当初の背景 

現在、アメリカの各州では「ハイステイク

ス ・ テ ス ト 、 な い し は タ フ ・ テ ス ト

(high-stakes test or tough test)」と呼ば

れる、1980 年代までの標準テストとは異なっ

た強圧的・管理主義的な州テストが実施され

ている。それは、州テストの結果を一元的な

評価基準とし、全ての教育改革に適用する結

果至上主義的なアカウンタビリティ・アセス

メント政策の展開である。さらには、連邦政

府も NCLB 法の制定によって、全米的な規模

での学力向上政策を展開している。 

 
２．研究の目的 

本研究の目的は、現在のアメリカにおける

テスト政策を中心とした学力向上を目指す

教育改革の実態を多角的・構造的に解明する

ことを目的とするが、その際の基本的な視座

は、教育内容や学力達成目標としての「スタ

ンダード(standards)」、教育政策の説明責任

や結果責任を実施主体に求める「アカウンタ

ビリティ(accountability)」、設定されたス

タンダードを評価する「アセスメント

(assessment)」である。 

本研究の課題は、第一には、連邦政府や教

科の専門職団体による教育内容・評価のスタ

ンダード運動、明確な結果責任（学力向上）

を求める厳しいアカウンタビリティ政策な

どの動向を解明することである。第二には、 

全米各州の州テストによる教育改革の実態

を比較検証しながら、とりわけ各州における

①教育内容・評価のスタンダード化、②学

区・学校のランキング化、③教員の免許制

度・研修制度、④高校卒業要件への利用、⑤

教育財政改革、⑥バイリンガル教育政策など

に関する実態を解明することである。第三に

は、テスト政策に基づく教育アセスメント行

政の展開に反対する団体、学区・学校、教育

研究者の動向を分析し、その対立・葛藤を理

念的・実証的に解明することである。 

 
３．研究の方法 



連邦政府のテスト政策については、2002

年の「どの子も落ちこぼれさせない法

（NCLB）」を中心に「スタンダード改革

（Standards-based Reform）」の動向を概観

し、とくにインプット・プロセス重視からア

ウトプット規制に徐々にシフトする理論構

造を解明した。 

また、各州のテスト政策については、「ス

タンダード」「アカウンタビリティ」「アセス

メント」に基づく教育改革を総合的に実施し

ているアメリカの東部（コネチカット州、ニ

ューヨーク州）、南部・中西部（テキサス州）、

西部（カリフォルニア州、ワシントン州）を

対象地域とした海外調査を実施した。 

さらには、全米各州のテスト政策に基づく

教育アセスメント行政の展開に反対する団

体、学区・学校、教育研究者の動向を分析し、

その対立・葛藤を理念的・実証的に解明した。 

 

４．研究成果 

３年間の研究成果は、2009 年から日本教育

学会において３回のラウンド・テーブルを企

画し、研究成果の発表を行った。研究発表の

内容は、「NCLB 法の分析」「NCLB 法と教員政

策」「NCLB 法に対抗する「草の根的」教育改

革の理論と実態」の解明であった。海外調査

研究も実施し、ワシントン州、カリフォルニ

ア州、マサチューセッツ州、テキサス州、コ

ネチカット州、ニューヨーク州などのテスト

政策を詳細に解明した。全米のテスト政策の

動向については、2011 年の日本比較教育学会

（早稲田大学）で口頭発表した。 

また、３年間の研究成果として研究代表者

は北野秋男編著 2009『現代アメリカの教育ア

セスメント行政の展開』(東信堂)、北野秋男

著『日米のテスト戦略』（風閒書房）、石井英

真 2011『現代アメリカにおける学力形成論の

展開』(東信堂)などを刊行した。その他、研

究分担者、研究協力者も下記のように多数の

著書・論文を刊行した。 
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